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土佐くろしお鉄道株式会社宿毛線列車脱線事故

に係る鉄道事故調査について（経過報告）

平成１８年４月２８日

航空・鉄道事故調査委員会

平成１７年３月２日（水 、土佐くろしお鉄道株式会社宿毛線宿毛駅構内で発生し）

た列車脱線事故について、当委員会においては事故発生以来、鋭意調査を進めてきた

ところであるが、最終的に報告書を取りまとめるまでに、なお時間を要するものと見

込まれる。

しかしながら、同様の事故の発生防止の観点から、本事故の概要及び本事故調査の

経過を報告し、公表することとした。

なお、本経過報告の内容については、今後更に新しい情報や状況が判明した場合、

変更することがあり得る。

１.１ 鉄道事故の概要

(1) 鉄道事業者名 土佐くろしお鉄道株式会社

(2) 事 故 種 類 列車脱線事故

(3) 発 生 日 時 平成１７年３月２日（水） ２０時４１分ごろ

(4) 発 生 場 所 高知県宿毛市

宿毛線宿毛駅構内

(5) 鉄道事故の概要

土佐くろしお鉄道株式会社（以下「同社」という ）の中村線窪川駅発宿毛線。

宿毛駅行き３両編成の下り第４７Ｄ列車（特急南風１７号。四国旅客鉄道株式会

社所属２０００系内燃動車（ディーゼルカー 。以下「本件列車」という ）は、） 。

平成１７年３月２日（水 、平田駅を定刻（２０時３５分）に出発した後、東宿）

毛駅を通過した。その後、本件列車は、終端駅である宿毛駅１番線の線路終端の

車止めを越えて、前方の通路に乗り上げ、エレベータに衝突し停止した。これに

（ 、 。）より本件列車の１両目 車両は前から数え 前後左右は進行方向を基準とする

は大破するとともに、１両目の前台車全２軸及び後台車全２軸並びに２両目の前

台車全２軸が脱線した。

本件列車には、乗客１１名及び乗務員２名が乗車していたが、このうち乗客１０

名が負傷、運転士が死亡、車掌が負傷した。

また、事故発生直後に火災が発生し、１両目床下機器等が焼損した。
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１.２ 鉄道事故調査の概要

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１７年３月２日、本事故の調査を担当する主

管調査官ほか１名の鉄道事故調査官を指名した。その後、同月４日に１名の鉄道事

故調査官を追加指名した。

平成１７年３月４日及び５日に委員２名を現場に派遣した。

現時点までの主要な調査事項は、以下のとおりである。

平成１７年 ３ 月 ３ 日～ ３ 月 ５ 日 現地調査、車両調査及び口

述聴取

平成１７年１１月２８日～１２月 １ 日 車両調査及び口述聴取

２.１ 人の死亡、行方不明及び負傷

乗 客 １０名 負傷（１両目２名、２両目２名、３両目６名）

運転士 １名 死亡（１両目）

車 掌 １名 負傷（３両目）

２.２ 鉄道施設及び車両の損傷等の状況

(1) 線路終端の車止めが損傷し、エレベータ及び駅舎外壁が損壊した。

、 、 、 、(2) １両目は 前後台車が車体から外れ 車体前部及び後部が損壊し 運転室機器

床下機器等が著しく損傷した。２両目は、前台車が車体から外れ、車体前部が損

壊し、床下機器等が損傷した。３両目は、前部連結器周辺の車体が損傷した。

２.３ 乗務員に関する情報

運転士 ３１歳 経験２年１ヶ月

甲種内燃車運転免許 平成１５年 １ 月２０日

車 掌 ２４歳 経験６年９ヶ月

２.４ 車両の状況等

(1) 事故後に確認したところ３両目の運転室に設けられたブレーキシリンダ圧力計

の指針は約３６０kpaを示しており、また、３両目のブレーキ装置は作動した状

態であった。３両目の定期検査の記録では、常用最大ブレーキ（常用８ノッチ）

を作動させたとき、又は非常ブレーキを作動させたときのブレーキシリンダ圧力

はそれぞれ約３６０kpaであった。



1 「ＥＢ装置」は、運転士が力行ハンドル操作、ブレーキハンドル操作、気笛吹鳴等の運転操作又はＥＢ装置の

リセットスイッチの操作を１分間全く行わない場合に、運転士に対して警報ブザーを鳴動させる。その後、さ

らに５秒間運転操作等が行われないときに、運転士に異常があったものとみなして、安全が確保されるよう、

非常ブレーキを作動させる装置である。

2 「線路終端に対して設置されたＡＴＳ－ＳＳ形ロング地上子」は、常に停止信号情報を発信する構造となって

おり、この地上子の上を列車が通過すると、列車の運転室で直ちにベル音とチャイムが鳴動を開始し、運転士

が５秒以内に確認扱いをしないとＡＴＳによる非常ブレーキが作動する。

3 「確認扱い」とは、列車がＡＴＳ－ＳＳ形ロング地上子を通過してベル音とチャイム音が鳴動したとき、運転

士が、ブレーキハンドル操作により常用ブレーキを作動させ、続いてその状態で、確認ボタンを押す操作をい

う。

4 「線路勾配による補正」は、同社においては区間の平均勾配が下り５‰を超える場合に勾配補正を行うことと

している。
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(2) １両目には、ＥＢ装置が設備されていた。1

(3) １両目の運転室に設けられた自動列車停止装置の車上装置は、自動列車停止装

置の地上装置から受信した停止信号情報等を記録する構造であったが、同装置は

損傷しており、その記録を採取できなかった。

２.５ 自動列車停止装置の地上装置の設置状況等

(1) 宿毛駅の線路終端に対する自動列車停止装置の地上装置は、車止めから約２０６

ｍ手前にＡＴＳ－ＳＳ形ロング地上子が設置されており、また、車止めから約
2

（ ） 。１９０ｍ手前にＡＴＳ－ＳＳ形速度照査用地上子 ２５km/h が設置されていた

(2) 宿毛駅の１番線場内信号機に対する自動列車停止装置の地上装置は、同信号機

から約３５７ｍ手前にＡＴＳ－ＳＳ形ロング地上子が設置されており、また、同

信号機から約２０ｍ手前にＡＴＳ－ＳＳ形直下用地上子が設置されていた。

これらの地上子は、場内信号機が停止信号現示に制御されていた場合には、こ

。（ 、の地上子を通過する列車に対して停止信号情報を発信する構造であった なお

宿毛駅の信号保安装置の動作記録器には、本件列車が宿毛駅に接近したとき、１

番線場内信号機が注意信号現示に制御されていた記録が残されていた ）。

同社の運転取扱実施基準では、宿毛駅の場内信号機の注意信号現示を越えて運

転する場合は、４５km/h以下の速度で運転するものと定めていた。

(3) 同社の宿毛線に関する自動列車停止装置地上子設置位置についての資料によれ

ば、自動列車停止装置のＡＴＳ－ＳＳ形ロング地上子から停止信号情報を受信し

て運転士がこれに対して確認扱いを行わなかった場合の非常制動距離は、列車3

の速度が１２０km/hのときには約７３７ｍと算出されており、列車の速度が４５
4

km/hのときには約１５８ｍと算出されていた （これらは、線路勾配による補正。

を行わない場合について算出したものであった ）。
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３．参考情報

これまでの調査結果により判明した、本事故に関する参考情報は、以下のとおり

である。

(1) 同社は、本事故後、宿毛駅に進入する列車の速度を照査する自動列車停止装置

の地上装置（ＡＴＳ－ＳＳ形速度照査用地上子）を次のとおり設置し、速度がそ

れぞれの地上装置のところで設定値を超過したときは、直ちに非常ブレーキを作

動させる対策を講じた。

地上装置から線路終端の車止めまでの距離 速度の設定値

約８２３ｍ ７５km/h

約７１３ｍ ６５km/h

約４２３ｍ ４５km/h

約２９３ｍ ３０km/h

約５０ｍ １５km/h

(2) 鉄道局は、本事故の発生を受けて次の措置を行った。

① 平成１７年３月３日、地方運輸局を通じて全国の鉄軌道事業者に対し、駅の

終端防護設備、車両のブレーキ装置等、終端駅における運転取扱い及び乗務員

、 。の健康管理について緊急に点検を行い 一層の安全対策を図るように指示した

② 平成１７年３月２９日、地方運輸局を通じて全国の鉄軌道事業者に対し、行

き止まり線に進入する際、接近する列車の最高運転速度が１００km/h以上の箇

所について、自動列車停止装置の地上装置は列車の最高運転速度からの非常制

動距離を考慮するように設置を変更するなど、終端防護用自動列車停止装置の

機能向上等を図るように通達した。

また、これに関連して、平成１８年３月２４日、線路の条件に応じ、自動的

に列車を減速又は停止させることができる装置（自動列車停止装置等）を設け

なければならないこととする 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の、

一部改正を行った。
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